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オープンカウンター方式について  

 

 

当局の物品購入等の調達につきまして、自由に見積競争へ参加できるようオープ

ンカウンター方式を実施しております。  

詳細につきましては、以下の通りです。  

 

 

１ 参加資格  

⑴ 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。  

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者については、同条中、特別な理由がある場合に該当する。  

⑵ 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  

⑶ 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名

停止を受けている期間中の者でないこと。  

⑷ ⑴～⑶の他、案件ごとに参加資格を設定している場合は、当該参加資格を有

する者であること。  

例）令和●●●年度全省庁統一参加資格「役務の提供」Ｃ、Ｄなど。  

設定がない場合は「なし」と記載します。  

 

２ 参加方法  

⑴ 仕様書は、公告に記載されているボックス番号により区分し、当課内カウン

ターのレターボックスにて配布する。  

⑵ 仕様書受領の際は、仕様書受領簿に社名、氏名、連絡先、受領日を記入するこ

と。  

⑶ 日本学術会議ホームページにも調達公告と仕様書が掲載されているので、ダ

ウンロードも可能である。 

  

 



３ 見積書の提出  

⑴ 見積書の宛名は、「日本学術会議事務局長」とする。  

⑵ 見積書の日付は、見積書提出期限日とする(開封を見積書提出期限後に同時

に行う為)  
⑶ 消費税及び地方消費税を見積書に記載するものとする。  

⑷ 見積書は、封筒に件名、社名を明記の上、封をし、見積提出期限までに当係

へ提出する。 

⑸押印を省略する場合は当該文書の真正性を担保するため、「本件責任者及び

担当者」の氏名及び連絡先を必ず明記すること。必要に応じ、電話により連

絡させて頂きます。  

  ⑹契約相手方には、「個人情報の流出防止について」を手交させていただき、

遵守いただくこととなりますので、見積書の備考欄等に「契約締結となった

場合は、別途、貴職から示される「個人情報の流出防止について」について

遵守いたします。」と記載願います。 

 

４ 契約保証金 

   全額免除する。 

 

５ 見積書の無効 

   参加資格のない者の見積書の提出及び見積りに関する条件に違反した者の

見積書の提出は無効とする。 

 

６ 落札者の決定方法、開封  

⑴ 予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の

範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を落札者とする。  

⑵ 開封は、見積提出期限後、同時におこなう。  

 

７ 結果の通知  

参加した全業者に結果を通知する（見積提出期限後2日以内）  

 

８ 契約書作成の要否  

契約締結にあたって、金額が５０万円以上のものについては、請書を作成する

ものとすることとし、必要に応じて契約書を作成するものとする。  

 

以上 


